
〇印旛郡市広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する

条例 

令和２年２月17日 

条 例 第 １ 号 

改正 令和３年２月10日 条例第２号 令和３年11月26日 条例第５号 

   令和６年２月19日 条例第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 203条の２及び地方公務員

法（昭和 25年法律第 261号）第 24条第５項の規定に基づき、地方公務員法第 22条の

２第１項第１号に掲げる職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）の報

酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当（以下「報酬等」という。）の額並びにその支給

方法に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （報酬の額） 

第２条 パートタイム会計年度任用職員に対する報酬の額は、日額又は時間額で定めるも

のとし、別表に定めるパートタイム会計年度任用職員の種別に対応する額を超えない範

囲内において、管理者が別に定める。 

２ 前項に規定する報酬の額は、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、印旛郡市

広域市町村圏事務組合一般職職員の給与に関する条例（平成 14年印旛郡市広域市町村圏

事務組合条例第４号。以下「給与条例」という。）の適用を受ける職員（以下「給与条例

適用職員」という。）の給与との権衡を考慮して定めるものとする。 

３ パートタイム会計年度任用職員が管理者が規則で定める時間を越えて勤務をしたとき

は、給与条例適用職員に支給される時間外勤務手当に相当する報酬（以下「割増報酬」

という。）を第１項の報酬の額に加算するものとする。 

４ 報酬及び割増報酬の額の計算方法は、管理者が規則で定める。 

 （報酬の支給） 



第３条 報酬は、月の初日からその月の末日までの期間における勤務により算出する総額

を管理者が規則で定める日に支給する。 

２ 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時

間の一部について勤務しないときは、管理者が規則で定める期間を除き、その勤務しな

い時間数の報酬の額を支給しない。 

 （費用弁償） 

第４条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例適用職員に支給される通勤手当の支

給要件を満たすときは、同手当の額との権衡を考慮して、規則で定めるところにより、

通勤に係る費用弁償を支給する。 

第５条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、印旛郡市広域市町

村圏事務組合一般職職員等の旅費に関する条例（平成 13年印旛郡市広域市町村圏事務組

合条例第３号）の例により、その費用を弁償する。この場合において、同条例別表中「職

員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替える。 

 （期末手当） 

第６条 期末手当は、６月１日及び 12 月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職

するパートタイム会計年度任用職員（規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除

く。）に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これ

らの基準日前１か月以内に退職（任期満了による退職を含む。）し、又は死亡したパート

タイム会計年度任用職員（規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。）につい

ても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第 26条第２項に定める割合を乗じて得

た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(1) ６か月 100分の 100 

(2) ５か月以上６か月未満 100分の 80 



(3) ３か月以上５か月未満 100分の 60 

(4) ３か月未満 100分の 30 

３ 前項の期末手当基礎額は、報酬の額及び定められた１週間当たりの勤務日数又は勤務

時間数に応じて管理者が規則で定める額とする。 

４ 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例適用職員の例による。 

５ 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、管理者が規則

で定める。 

 （勤勉手当） 

第７条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員（規則で

定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。）に対し、基準日以前６か月以内の期間（規

則で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める期間）におけるそ

の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給

する。これらの基準日前１か月以内に退職（任期満了による退職を含む。第３項におい

て同じ。）し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員（規則で定めるパートタイム

会計年度任用職員を除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が別に定める基準にしたがって定める割

合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、

パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に給与条例第 29 条第２項第２号に定

める割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡したパートタイ

ム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。）においてパートタイム

会計年度任用職員が受けるべき報酬の額及び定められた１週間当たりの勤務日数又は勤

務時間数に応じて管理者が規則で定める額とする。 

４ 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例適用職員の例による。 

５ 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、管理者が規則



で定める。 

 （報酬等の口座振込） 

第８条 報酬等は、パートタイム会計年度任用職員から申出があるときは、その者の預金

口座への振込みの方法により支給することができる。 

 （報酬等からの控除） 

第９条 給与条例第 33条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。 

 （委任） 

第 10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （令和３年 12月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和３年 12月に支給する期末手当に関する第６条第２項の規定の適用については、同

項中「給与条例第 26条第２項に定める割合」とあるのを「100分の 127.5」とする。 

   附 則（令和３年２月10日条例第２号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （印旛郡市広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 印旛郡市広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成14年印旛郡市広

域市町村圏事務組合条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  第16条の表中「及び第２項」を削る。 

   附 則（令和６年２月19日条例第１号抄） 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条から第８条までの規

定は、令和６年４月１日から施行する。 



 

別表（第２条関係） 

パートタイム会計年度任用職員の種別 日額（円） 時間額（円） 

一般業務に従事する者 31,000 4,000 

 


